
蔡
元
定
『
律
呂
新
書
』
の
思
想
的
硏
究

一
一
九

蔡
元
定
『
律
呂
新
書
』
の
思
想
的
硏
究

榧
木
　
亨

は
じ
め
に

　『
律
呂
新
書
』（
一
一
八
七
年
序
）
は
、
朱
熹
（
一
一
三
〇
―
一
二
〇
〇
）
の
友
人
で

あ
り
門
人
で
も
あ
る
蔡
元
定
（
一
一
三
五
―
一
一
九
八
）
が
著
わ
し
た
樂
律
書
で
あ

る
。
同
書
は
淸
代
に
至
る
ま
で
權
威
あ
る
樂
律
書
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、

同
書
が
提
唱
す
る
三
分
損
益
十
八
律
が
實
際
の
♫
樂
演
奏
に
與
え
た
影
响
は
皆
無

で
あ
っ
た（

（
（

。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
律
呂
新
書
』
が
長
き
に
わ
た
り
議
論
や

硏
究
の
對
象
と
な
り
得
た
の
は
、
同
書
が
傳
統
的
な
樂
律
論
を
基
礎（

（
（

と
し
つ
つ
も
、

そ
こ
に
宋
學
的
な
解
釋
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
宋
代
以
降
の
儒
者
た
ち
が
求
め

る
新
た
な
樂
律
論
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、『
律
呂
新
書
』
に
見
え
る
宋
學
的
特
徵
に
つ
い
て
は
、
先
行
硏
究
に
お

い
て
も
關
連
す
る
指
摘
が
見
ら
れ
、
堀
池
信
夫
氏
は
『
宋
史
』
樂
志
に
基
づ
き
、

周
敦
頤
（
一
〇
一
七
―
一
〇
七
三
）、
張
載
（
一
〇
二
〇
―
一
〇
七
七
）、
程
頤
（
一
〇

三
三
―
一
一
〇
七
）
等
の
樂
關
連
の
言
說
を
分
析
し
た
上
で
、
蔡
元
定
を
「
宋
儒

の
思
想
を
生
か
し
な
が
ら
♫
律
論
を
展
開
し
」、「
傳
統
的
儒
敎
の
♫
律
學
に
新
た

な
息
吹
を
も
た
ら
し
た
人
物（

（
（

」
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
、
小
島
毅
氏
は
『
律
呂
新

書
』
が
儒
學
の
樂
律
論
に
お
い
て
特
別
視
さ
れ
る
十
二
律
で
は
な
く
、
そ
れ
を
發

展
さ
せ
た
十
八
律
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
便
宜
的
な
旋
宮
を
可
能
と
し
た
こ
と

を
踏
ま
え
た
上
で
、「「
十
二
」
へ
の
絕
對
的
歸
依
か
ら
の
脫
却
が
、「
理
」
に
よ

っ
て
一
貫
す
る
世
界
を
構
想
し
た
宋
學
の
樹
立
者
た
ち
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
の

は
、
あ
る
意
味
で
當
然
で
あ
っ
た（

（
（

」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
兒
玉
憲

明
氏
は
『
律
呂
新
書
』
の
理
論
的
特
徵
に
つ
い
て
、「
蔡
元
定
に
よ
れ
ば
、
感
覺

で
と
ら
え
ら
れ
な
い
氣
の
根
本
法
則
は
♫
响
現
象
と
し
て
「
數
」
の
中
に
現
わ
れ

て
お
り
、「
聲
氣
の
元
」
で
あ
る
黃
鐘
律
が
そ
の
根
源
で
あ
り
、
黃
鐘
律
の
數
値

の
「
自
然
」
と
し
て
の
自
己
展
開
の
結
果
、
♫
响
の
體
系
が
造
り
出
さ
れ
る
の
で

あ
る（

（
（

」
と
言
う
。
こ
れ
以
外
に
も
、
田
中
㊒
紀
氏
が
明
代
の
張
敔
（
生
沒
年
不
詳
）

ら
の
樂
論
を
分
析
し
た
際
に
、
そ
れ
が
「
蔡
元
定
・
朱
熹
の
理
論
を
解
釋
し
、

「
朱
子
學
的
樂
律
論
」
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
朱
載
堉
に
も
共

通
す
る
傾
向
を
持
つ（

（
（

」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
氏
の
見
解
に
從
う
と
、
十
二

平
均
律
（
新
法
密
率
）
を
提
唱
し
た
朱
載
堉
（
一
五
三
六
―
一
六
一
一
）
も
、『
律
呂

新
書
』
に
端
を
發
す
る
新
た
な
樂
律
論
の
展
開
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、『
律
呂
新
書
』
は
朱
熹
と
蔡
元
定
が
北
宋
諸
儒
の
樂
及
び

樂
律
に
關
す
る
言
說
を
基
礎
と
し
て
發
展
さ
せ
た
、
宋
學
に
お
け
る
樂
律
論
の
集
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一
二
〇

大
成
で
あ
り
、
そ
の
革
新
性
は
「
聲
氣
の
元
」
や
「
數
」
か
ら
な
る
樂
律
論
を
構

築
し
た
點
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
新
た
な
樂
律
論
が
明
代
以
降
も
影
响
力

を
維
持
し
續
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
革
新
性
と
北
宋
諸

儒
と
の
關
係
性
に
つ
い
て
は
、
先
行
硏
究
に
お
い
て
も
部
分
的
な
分
析
は
行
わ
れ

て
い
る
も
の
の
、
未
だ
檢
討
の
餘
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、『
律
呂
新
書
』
の
樂
律
論
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
、
北
宋
諸
儒
の
樂
及
び
樂
律
に
關
す
る
言
說
を
總
合
的
に
檢
討
す
る

と
と
も
に
、
同
書
の
樂
律
論
を
構
成
す
る
三
大
要
素
の
「
聲
氣
の
元
」、「
氣
」、

「
數
」
に
關
す
る
分
析
を
通
し
て
、
思
想
的
な
觀
點
か
ら
も
、『
律
呂
新
書
』
に
見

え
る
宋
學
的
特
徵
を
明
ら
か
に
し
た
い（

（
（

。

一
　
蔡
元
定
『
律
呂
新
書
』
に
つ
い
て

　
蔡
元
定
、
字
は
季
通
、
名
は
元
定
、
號
は
西
山
。
律
呂
象
數
の
學
に
秀
で
た
南

宋
の
儒
者
で
あ
る
。『
律
呂
新
書
』
は
雅
樂
を
演
奏
す
る
際
の
♫
高
や
♫
階
に
つ

い
て
、
蔡
元
定
が
朱
熹
の
助
言
を
受
け
つ
つ
完
成
さ
せ
た
樂
律
書
で
あ
る
。
本
章

で
は
、『
宋
史
』
樂
志
及
び
明
代
以
降
の
『
律
呂
新
書
』
に
對
す
る
評
價
を
手
掛

か
り
と
し
て
、
同
書
の
宋
學
性
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
。

1
　『
宋
史
』
樂
志
に
お
け
る
位
置
づ
け

　
宋
朝
は
草
創
期
よ
り
雅
樂
の
復
興
、
卽
ち
儒
者
が
理
想
と
す
る
古
樂
の
復
興
を

重
視
し
て
い
た（

（
（

。
そ
の
結
果
、
建
隆
か
ら
崇
寧
ま
で
の
約
一
五
〇
年
間
に
、
計
六

回
も
樂
律
の
改
定
が
實
施
さ
れ
る
と
と
も
に
、
徽
宗
朝
で
も
大
晟
樂
を
制
定
す
る

等
、
古
樂
の
復
興
に
向
け
た
樣
々
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
た
が
、「
宋
の
樂
は
し

ば
し
ば
變
化
し
て
、
つ
い
に
一
定
不
易
の
論
を
な
す
こ
と
は
無
か
っ
た（

（
（

」
と
言
う

よ
う
に
、
そ
の
成
果
は
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
宋
朝
は
南
遷
す

る
が
、
內
外
情
勢
が
深
刻
度
を
增
し
た
南
宋
で
は
雅
樂
の
拔
本
的
な
改
革
が
實
施

さ
れ
る
こ
と
は
無
く（

（1
（

、
基
本
的
に
北
宋
の
形
式
が
踏
襲
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
狀
況

の
中
、
朱
熹
と
蔡
元
定
が
行
っ
た
雅
樂
を
含
む
樂
全
般
に
關
す
る
硏
究
に
よ
り
、

古
樂
の
復
興
に
も
一
縷
の
望
み
が
見
出
さ
れ
た
が
、
南
宋
が
終
焉
を
迎
え
た
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
硏
究
成
果
が
實
行
に
移
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
以
上
が
、『
宋
史
』
樂
志
の
冒
頭
に
見
え
る
宋
代
の
樂
に
關
す
る
總
評
で
あ
る

が
、
㊟
目
す
べ
き
點
は
、
同
書
が
北
宋
に
お
け
る
古
樂
の
復
興
に
つ
い
て
は
否
定

的
な
評
價
を
下
す
一
方
、
朱
熹
と
蔡
元
定
に
よ
る
取
り
組
み
を
肯
定
的
に
評
價
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
樣
の
評
價
は
朱
熹
「
律
呂
新
書
序
」
に
も
見
え

る
が
、「
儒
林
傳
」
と
は
別
に
「
衟
學
傳
」
を
設
け
た
『
宋
史
』
が
衟
學
を
特
別

視
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
ま
た
、「
樂
志
」
が
『
律
呂
新
書
』
の
上
卷

（「
律
呂
本
原
」）
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、『
宋
史
』
と
朱
熹

「
律
呂
新
書
序
」
の
見
解
が
一
致
し
て
い
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
で
は
、

『
宋
史
』
樂
志
で
は
『
律
呂
新
書
』
を
ど
の
よ
う
に
評
價
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

　
南
宋
の
樂
に
關
す
る
記
述
は
、「
樂
五
」
か
ら
「
樂
六
」
に
か
け
て
見
え
る
。

同
書
で
は
、
朱
熹
及
び
蔡
元
定
以
前
の
學
者
た
ち
に
よ
る
取
り
組
み
を
「
今
の
樂

を
議
論
す
る
こ
と
は
極
め
て
詳
明
で
あ
る
が
、
結
局
、
古
樂
の
復
元
が
困
難
だ
と

言
っ
て
い
る
の
は
、
樂
律
の
根
源
に
お
い
て
十
分
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
こ
と

が
あ
る
か
ら
だ（

（1
（

」
と
總
括
し
た
の
ち
に
、
朱
熹
と
蔡
元
定
に
つ
い
て
言
及
す
る
が
、

こ
こ
で
は
先
に
周
敦
頤
、
程
頤
、
張
載
の
樂
關
連
の
言
說
を
引
用
し
、「
こ
れ
ら

三
臣
の
學
問
は
、
根
本
を
窮
め
て
變
化
を
知
る
も
の
で
あ
り
、
樂
の
要
に
達
し
て

い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う（

（1
（

」
と
評
價
し
た
上
で
、「
朱
熹
と
蔡
元
定
は
ま
さ

し
く
彼
ら
の
學
問
を
深
く
解
き
明
か
す
者
で
あ
り
、
直
向
き
に
分
析
と
檢
討
を
行

い
、
眞
に
硏
鑽
を
積
む
こ
と
に
よ
り
、
文
章
に
し
て
書
物
に
ま
と
め
た（

（1
（

」
と
述
べ
、



蔡
元
定
『
律
呂
新
書
』
の
思
想
的
硏
究

一
二
一

續
け
て
『
律
呂
新
書
』
の
上
卷
を
引
用
す
る
。
卽
ち
、『
宋
史
』
で
は
『
律
呂
新

書
』
の
思
想
的
淵
源
と
し
て
北
宋
諸
儒
の
存
在
を
示
唆
し
、
彼
ら
と
朱
熹
及
び
蔡

元
定
と
の
間
に
學
問
や
思
想
の
繼
承
關
係
が
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、

『
律
呂
新
書
』
を
宋
學
に
お
け
る
樂
律
硏
究
の
集
大
成
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

2
　
明
代
以
降
の
『
律
呂
新
書
』

　
宋
代
の
雅
樂
に
實
質
的
な
影
响
を
與
え
な
か
っ
た
『
律
呂
新
書
』
が
、
明
淸
代

の
中
國
、
ひ
い
て
は
朝
鮮
王
朝
時
代
の
朝
鮮
半
島
や
江
戶
時
代
の
日
本
で
も
硏
究

さ
れ
た
最
大
の
理
由
は
、
同
書
が
元
代
の
『
朱
子
成
書
』
並
び
に
明
代
の
『
性
理

大
全
』
に
收
錄
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、『
律
呂
新
書
』
は
散
逸
を

免
れ
る
と
と
も
に
、
宋
學
を
代
表
す
る
樂
律
書
と
し
て
の
地
位
を
確
固
た
る
も
の

と
し
た
。
そ
し
て
、
宋
學
（
程
朱
理
學
）
が
官
學
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
明

代
に
は
、『
律
呂
新
書
』
に
基
づ
く
樂
制
改
革
も
試
み
ら
れ
た
。

　
嘉
靖
の
禮
制
改
革
に
關
連
し
て
實
施
さ
れ
た
雅
樂
改
革
に
お
い
て
、
嘉
靖
九
年

（
一
五
三
〇
）
九
⺼
、
知
樂
の
士
と
し
て
推
擧
を
受
け
た
張
鶚
（
生
沒
年
不
詳
）
は

太
常
寺
へ
と
招
か
れ
、
約
六
年
間
に
わ
た
り
雅
樂
改
革
に
着
手
し
た
が
、
そ
の
際

に
參
照
し
た
の
が
『
律
呂
新
書
』
で
あ
っ
た（

（1
（

。
こ
の
改
革
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
が
、

雅
樂
改
革
を
實
施
す
る
際
に
『
律
呂
新
書
』
が
參
照
さ
れ
た
こ
と
は
、
同
書
が
宋

學
を
代
表
す
る
樂
律
書
と
し
て
、
一
定
の
影
响
力
を
㊒
し
て
い
た
こ
と
の
證
左
だ

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
一
方
、『
律
呂
新
書
』
に
對
す
る
批
判
も
徐
々

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
當
初
、『
律
呂
新
書
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
樂
律
論
を
理
解
す
る
こ
と
に
重
點

が
置
か
れ
て
い
た
が
、
明
代
の
弘
治
年
間
に
劉
績
（
生
沒
年
不
詳
）
や
李
文
利
（
生

沒
年
不
詳
）
が
『
律
呂
新
書
』
の
問
題
點
を
指
摘
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
書
に
對

す
る
評
價
は
二
分
し
、
さ
ら
に
、
萬
曆
年
間
に
王
邦
直
（
一
五
一
三
―
一
六
〇
〇
）

や
朱
載
堉
が
『
律
呂
新
書
』
の
不
備
を
論
證
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
書
の
求
心
力

は
急
激
に
低
下
し
た
。
し
か
し
、
官
學
で
あ
る
宋
學
を
後
ろ
盾
と
す
る
『
律
呂
新

書
』
の
權
威
は
、
明
末
に
至
る
ま
で
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
、
淸
代

に
な
り
漢
宋
の
對
立
が
鮮
明
化
す
る
と
、
宋
學
を
支
持
す
る
周
模
（
生
沒
年
不
詳
）

や
汪
紱
（
一
六
九
二
―
一
七
五
九
）
等
と
、
そ
れ
を
批
判
す
る
毛
奇
齡
（
一
六
二
三

―
一
七
一
六
）
等
が
、
各
々
の
立
場
か
ら
『
律
呂
新
書
』
を
擁
護
ま
た
は
批
判
す

る
硏
究
を
發
表
す
る
こ
と
と
な
る（

（1
（

。
以
上
の
こ
と
か
ら
も
、
明
代
以
降
の
樂
律
論

の
展
開
に
お
い
て
、『
律
呂
新
書
』
が
依
然
と
し
て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二
　「
聲
氣
の
元
」

　「
樂
經
」
が
早
く
に
失
わ
れ
た
儒
學
に
お
い
て
、
樂
律
論
は
「
經
學
の
樂
」
と

し
て
重
視
さ
れ
て
き
た（

（1
（

。
樂
律
論
に
は
、
正
し
い
♫
高
で
正
し
い
樂
（
雅
樂
）
を

演
奏
す
る
こ
と
に
よ
り
、
樂
に
期
待
さ
れ
る
「
和
」
の
效
果
を
得
る
と
い
う
役
割

以
外
に
も
、
國
家
運
營
に
お
い
て
重
要
と
な
る
曆
や
度
量
衡
の
基
準
を
定
め
る
と

い
う
役
割
も
あ
り
、
い
か
に
し
て
基
準
♫
と
な
る
黃
鐘
律
管
を
求
め
る
の
か
と
い

う
問
題
を
中
心
と
し
て
、
長
き
に
わ
た
り
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
を

解
決
す
る
べ
く
、
北
宋
に
お
い
て
は
累
黍
法（

（1
（

や
度
量
衡
の
硏
究
に
よ
り
、
古
代
の

黃
鐘
律
管
の
復
元
が
試
み
ら
れ
た
が
、
形
狀
が
安
定
し
な
い
自
然
物
の
黑
黍
を
用

い
る
累
黍
法
や
、
諸
說
紛
々
と
し
て
定
論
を
見
な
い
度
量
衡
の
硏
究
に
依
據
し
た

黃
鐘
律
管
の
復
元
は
困
難
を
極
め
、
顯
著
な
成
果
を
收
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
こ
う
し
た
中
、
蔡
元
定
と
朱
熹
は
北
宋
の
樂
律
硏
究
が
成
果
を
擧
げ
ら
れ
な

か
っ
た
原
因
を
「
以
度
出
律
」、
卽
ち
度
量
衡
か
ら
樂
律
を
求
め
た
こ
と
に
あ
る

と
考
え
、
古
代
の
度
量
衡
を
い
た
ず
ら
に
探
究
す
る
方
法
を
否
定
し
、
諸
律
の
根
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源
で
あ
る
「
聲
氣
の
元
」
に
基
づ
く
樂
律
體
系
の
確
立
を
目
指
し
た
。

　
そ
こ
で
本
章
で
は
、「
聲
氣
の
元
」
と
い
う
用
語
と
、
そ
の
思
想
的
淵
源
に
つ

い
て
檢
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
聲
氣
の
元
」
に
基
づ
く
樂
律
體
系
の
特
徵
を
明

ら
か
に
し
た
い
。

1
　「
聲
氣
の
元
」
に
つ
い
て（

（1
（

　『
律
呂
新
書
』
の
最
大
の
特
徵
は
、「
聲
氣
の
元
」
を
諸
律
の
根
源
と
し
て
位
置

づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。
同
書
の
冒
頭
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

黃
鐘
は
、
陽
聲
の
始
め
で
あ
り
、
陽
氣
の
動
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

そ
の
數
は
九
で
あ
る
。
黃
鐘
律
管
の
形
狀
を
規
定
す
る
分
寸
の
數
は
、
聲
氣

の
元
に
具
わ
っ
て
お
り
、
實
際
に
認
識
で
き
る
形
に
し
な
け
れ
ば
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
竹
を
切
斷
し
て
律
管
を
作
り
、
吹
け
ば
♫
聲
が
調
和
し
、
觀

測
す
れ
ば
氣
が
反
應
す
る
律
管
を
獲
得
し
た
後
に
、
數
は
始
め
て
現
れ
る
の

で
あ
る（

（1
（

。

　
漢
代
以
降
、
黃
鐘
の
長
さ
を
九
寸
と
す
る
認
識
が
定
着
す
る
が
、
近
古
で
あ
る

漢
制
を
重
視
す
る
『
律
呂
新
書
』
に
お
い
て
も
、
陽
聲
と
陽
氣
の
始
點
で
あ
る
黃

鐘
に
は
、
陽
數
の
極
み
で
あ
る
「
九
」
が
當
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
黃

鐘
律
管
の
長
さ
を
示
す
「
九
」
と
い
う
數
は
「
聲
氣
の
元
」
に
具
わ
っ
て
い
る
た

め
、
實
際
に
竹
を
用
い
て
律
管
を
製
作
し
、
♫
の
調
和
と
氣
の
反
應
と
を
確
認
し

て
正
し
い
黃
鐘
律
管
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
九
寸
が
ど
れ
程
の
長
さ

な
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
と
言
う
。
こ
の
「
聲
氣
の
元
」
と
い
う
用
語
は
『
後
漢

書
』
律
曆
志
を
典
據
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
書
で
は
全
て
の
♫
階
の
基
本
と

な
る
黃
鐘
均（

（2
（

を
指
す
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
に
對
し
て
、『
律
呂
新
書
』
で

は
『
史
記
』
律
書
を
引
用
し
、「「
氣
の
よ
う
に
細
か
く
、
♫
响
の
よ
う
に
微
か
で

も
、
聖
人
は
神
妙
な
原
理
に
も
と
づ
い
て
そ
れ
を
知
り
、
い
か
に
微
妙
な
現
象
で

あ
っ
て
も
か
な
ら
ず
明
ら
か
と
な
る
」
と
。
こ
れ
は
、
黃
鐘
が
聲
氣
の
元
か
ら
生

ま
れ
る
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
る（

（2
（

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、「
聲
氣
の
元
」
は
黃
鐘
に
先
立
ち
存
在
す
る
諸
律
の
根
源
と
い
う
意
味
で
使

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
解
釋
の
變
更
が
必
要

と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
對
す
る
直
接
的
な
解
答
は
『
律
呂
新

書
』
に
は
見
え
な
い
が
、「
百
世
を
經
た
後
に
、
百
世
前
の
樂
律
を
求
め
た
い
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
聲
氣
の
元
に
求
め
、
秬
黍
に
固
執
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
得

る
こ
と
が
で
き
よ
う（

（2
（

」
と
い
う
記
述
を
手
掛
か
り
と
し
て
考
え
る
と
、
宋
學
に
お

け
る
「
理
」
の
よ
う
に
、
個
々
の
樂
律
や
律
管
に
先
ん
じ
て
存
在
す
る
「
聲
氣
の

元
」
を
諸
律
の
根
源
に
据
え
る
こ
と
に
よ
り
、
秬
黍
や
度
量
衡
等
の
文
物
に
依
存

す
る
舊
習
か
ら
の
脫
却
を
目
指
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
、『
律
呂
新
書
』
に
は
「
黃
鐘
一
つ
だ
け
が
聲
氣
の
元
で
あ
る（

（2
（

」
の
よ

う
な
記
述
も
見
え
る
た
め
、「
聲
氣
の
元
」
を
諸
律
の
根
源
で
は
な
く
、
黃
鐘
一

律
を
指
す
も
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
實
際
、
朱
熹
も
「
聲
氣
の
元
」

と
は
何
か
と
の
問
い
に
對
し
て
、「
律
曆
家
は
最
も
こ
の
元
聲
を
重
視
し
て
い
る
。

元
聲
が
一
た
び
定
ま
れ
ば
、
そ
れ
以
降
も
す
べ
て
定
ま
る
。
元
聲
が
狂
え
ば
、
そ

れ
以
降
も
狂
う（

（2
（

」
と
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
聲
氣
の
元
」
を
「
元
聲
」、
卽
ち

諸
律
の
基
準
と
な
る
黃
鐘
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
を
嚴
密
に

㊜
用
す
る
と
、
前
揭
の
「
黃
鐘
が
聲
氣
の
元
か
ら
生
ま
れ
る
」
と
い
う
一
節
を
理

解
す
る
際
に
問
題
が
生
じ
る
。
よ
っ
て
、
筆
者
は
「
聲
氣
の
元
」
を
「
元
聲
」

（
黃
鐘
）
と
す
る
朱
熹
の
理
解
に
は
同
意
で
き
な
い
。
で
は
、
前
揭
の
「
黃
鐘
一

つ
だ
け
が
聲
氣
の
元
で
あ
る
」
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
檢
討
す
る
た
め
に
は
、「
聲
氣
の
中
」
と
い
う
用
語
の
意
味
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を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

今
、
聲
氣
の
中
を
求
め
よ
う
と
し
て
、
ち
ょ
う
ど
基
準
と
な
る
も
の
が
無
け

れ
ば
、
と
り
あ
え
ず
竹
を
數
多
く
切
斷
し
、
黃
鐘
律
管
に
似
せ
る
こ
と
が
最

も
良
い
。
…
…
こ
の
よ
う
に
し
て
代
わ
る
が
わ
る
（
引
用
者
㊟
：
黃
鐘
律
管
の

候
補
と
な
る
律
管
を
）
吹
け
ば
、
中
聲
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。（
引
用
者

㊟
：
律
管
を
）
長
さ
の
順
に
並
べ
れ
ば
、
中
氣
を
觀
測
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
も
し
聲
と
氣
と
が
應
じ
れ
ば
、
そ
れ
が
正
し
い
黃
鐘
律
管
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
黃
鐘
律
管
に
確
信
が
持
て
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
十
一
律
と
度

量
衡
と
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う（

（2
（

。

　「
黃
鐘
は
再
び
他
の
樂
律
に
使
役
さ
れ
る
こ
と
は
無
い（
（2
（

」
と
の
表
現
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
に
、『
律
呂
新
書
』
で
は
黃
鐘
と
そ
れ
以
外
の
諸
律
と
を
明
確
に
區
別

し
、
特
別
な
位
置
づ
け
を
與
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
、
黃
鐘
は
「
中
聲
」
と

「
中
氣
」
と
を
體
現
す
る
「
聲
氣
の
中
」
で
あ
り
、
こ
の
「
聲
氣
の
中
」
で
あ
る

黃
鐘
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
以
外
の
十
一
律
や
度
量
衡
が
定
め
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
諸
律
の
根
源
で
あ
る
「
聲
氣
の

元
」
を
最
も
純
粹
に
體
現
し
た
も
の
が
、「
聲
氣
の
中
」
で
あ
る
黃
鐘
な
の
で
あ

る
。
な
お
、
前
揭
の
「
元
聲
が
一
た
び
定
ま
れ
ば
、
そ
れ
以
降
も
す
べ
て
定
ま

る
」
と
い
う
朱
熹
の
言
說
は
、
こ
こ
に
お
け
る
「
黃
鐘
律
管
に
確
信
が
持
て
れ
ば
、

そ
こ
か
ら
十
一
律
と
度
量
衡
と
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
ほ
ぼ
同
じ
內
容
で

あ
る
た
め
、
朱
熹
の
言
う
「
元
聲
」
は
『
律
呂
新
書
』
に
お
け
る
「
聲
氣
の
元
」

で
は
な
く
、「
聲
氣
の
中
」
だ
と
言
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
聲
氣
の
中
」
と
い
う
表
現
は
、『
律
呂
新
書
』
に
お
い
て

一
度
し
か
登
場
し
な
い
た
め
、
こ
れ
が
誤
字
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、「
聲
氣
の
中
」
と
い
う
用
語
が
見
え
る
前
揭
の
引

用
文
に
「
中
聲
」
や
「
中
氣
」
等
、
黃
鐘
と
「
中
」
と
を
結
び
つ
け
る
表
現
が
見

え
る
こ
と
、
さ
ら
に
、「
十
二
律
や
六
十
調
も
㊒
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
實
は
こ

れ
も
黃
鐘
一
つ
か
ら
生
じ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
衟
理
と
は
、
聲
に
お
い
て

は
中
聲
と
な
り
、
氣
に
お
い
て
は
中
氣
と
な
り
、
人
に
お
い
て
は
喜
怒
哀
樂
の
未

發
と
發
し
て
節
に
中
た
る
か
ら
で
あ
る（

（2
（

」
と
い
う
一
節
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
同

樣
の
特
徵
が
確
認
で
き
る
た
め
、「
聲
氣
の
中
」
に
關
す
る
論
述
自
體
は
一
貫
性

を
㊒
す
る
も
の
だ
と
言
え
、
從
っ
て
、
こ
れ
が
誤
字
で
あ
る
可
能
性
も
低
い
と
判

斷
で
き
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
聲
氣
の
元
」
と
は
諸
律
の
根
源
の
こ
と
で
あ
り
、
黃
鐘

は
そ
の
「
聲
氣
の
元
」
に
基
づ
き
得
ら
れ
た
「
中
聲
」
や
「
中
氣
」
を
體
現
す
る

「
聲
氣
の
中
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
實
際
に
十
二
律
な
い
し
は
十

八
律
を
求
め
る
際
に
は
、
黃
鐘
を
起
點
と
し
て
三
分
損
益
法
に
よ
り
算
出
す
る
た

め
、
そ
の
際
に
は
、
黃
鐘
が
諸
律
の
根
源
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
が
、『
律
呂
新
書
』
に
見
え
る
「
黃
鐘
一
つ
だ
け
が
聲
氣
の
元
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
分
損
益
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
樂
律
で

あ
っ
て
も
、
結
局
は
黃
鐘
を
介
し
て
「
聲
氣
の
元
」
と
結
び
つ
く
た
め
、「
聲
氣

の
元
」
は
や
は
り
諸
律
の
根
源
と
理
解
す
る
べ
き
だ
と
言
え
る
。

2
　「
聲
氣
の
元
」
と
宋
學

　『
律
呂
新
書
』
で
は
、
主
に
正
史
を
中
心
と
し
た
文
獻
に
依
據
し
、
時
に
は
新

た
な
解
釋
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
樂
律
論
を
構
築
し
て
い
る
が
、
そ
の
中

に
は
僅
か
で
は
あ
る
が
二
程
や
張
載
の
著
作
か
ら
の
引
用
も
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、

こ
れ
ら
の
引
用
は
、「
聲
氣
の
元
」
に
基
づ
く
黃
鐘
律
管
の
制
作
方
法
に
關
す
る

典
據
を
集
成
す
る
下
卷
（「
律
呂
證
辨
」）
の
「
造
律
第
一
」
に
集
中
し
て
見
え
る
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こ
と
か
ら
、「
聲
氣
の
元
」
と
い
う
用
語
を
宋
學
的
に
解
釋
す
る
上
で
、
一
定
の

影
响
を
與
え
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
彼
ら
自
身
は
「
聲
氣
の
元
」
と

い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
言
說
は
「
聲
氣
の
元
」
の
解
釋
の
變

更
よ
り
も
、「
聲
氣
の
元
」
が
必
要
と
な
る
理
由
や
そ
の
意
義
を
說
明
す
る
點
に

お
い
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
言
う
の
も
、「
造

律
第
一
」
で
は
『
漢
書
』
と
『
後
漢
書
』
を
引
用
し
、
古
人
が
「
聲
の
淸
濁
、
氣

の
先
後
を
以
て
、
黃
鐘
を
求
め（

（2
（

」
た
と
述
べ
た
上
で
、『
國
朝
會
要
』（『
宋
會
要
』）

を
引
用
し
て
累
黍
法
や
度
量
衡
等
に
依
據
し
た
「
以
度
出
律
」
の
問
題
點
を
指
摘

し
、
さ
ら
に
、
二
程
と
張
載
の
言
說
を
取
り
上
げ
た
の
ち
に
、
こ
れ
ら
の
引
用
文

を
總
括
す
る
形
で
、
前
揭
の
「
百
世
を
經
た
後
に
、
百
世
前
の
樂
律
を
求
め
た
い

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
聲
氣
の
元
に
求
め
、
秬
黍
に
固
執
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を

得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
い
う
蔡
元
定
自
身
の
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
百
世
を
經
た
後
に
」
と
い
う
部
分
を
導
き
出
す
こ
と
が
、

二
程
ら
に
期
待
さ
れ
た
役
割
だ
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、『
律
呂
新
書
』
が

引
用
す
る
二
程
及
び
張
載
の
言
說
を
中
心
と
し
て
、
分
析
を
行
う
こ
と
と
す
る（

（2
（

。

（
一
）　
二
程

　『
律
呂
新
書
』
が
引
用
す
る
二
程
の
言
說
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

河
南
程
氏
曰
く
、「
黃
鐘
の
聲
も
ま
た
、
定
め
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
世

の
中
に
は
自
ず
と
知
♫
の
者
が
お
り
、
樣
々
な
聲
を
比
べ
て
正
し
い
も
の
を

得
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
律
管
の
中
を
黍
で
滿
た
し
、
律
管
の
中
に

何
粒
の
黍
が
入
っ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た
上
で
、
こ
れ
を
基
に
法
を
定
め

る
こ
と
は
良
い
。
古
法
で
は
、
律
管
は
千
二
百
粒
の
黍
で
滿
た
さ
れ
る
と
す

る
。
現
在
、
羊
頭
山
の
黍
を
用
い
た
際
に
古
法
と
合
わ
な
け
れ
ば
、
い
く
つ

か
の
等
級
の
黍
を
用
い
て
實
驗
し
、
い
か
な
る
大
き
さ
の
も
の
が
、
ち
ょ
う

ど
古
法
と
一
致
す
る
の
か
を
確
認
し
、
そ
の
後
、
そ
れ
を
正
し
い
も
の
と
す

る
。
昔
、
胡
先
生
が
樂
を
定
め
る
際
に
、
羊
頭
山
の
黍
を
取
り
、
三
等
の
篩

に
掛
け
て
よ
り
分
け
、
中
等
の
も
の
を
選
び
取
っ
た
が
、
特
に
（
引
用
者

㊟
：
正
し
い
律
管
が
）
定
ま
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。」
又
た
曰
く
、「
律
管
を
以

て
尺
を
定
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
天
地
の
氣
を
基
準
と
す
る
こ
と

で
あ
り
、
秬
黍
を
並
べ
る
こ
と
で
は
な
い
。
秬
黍
の
數
量
は
、
先
王
の
時
代

に
、
た
だ
こ
れ
が
ち
ょ
う
ど
度
量
と
合
致
し
た
こ
と
か
ら
、
用
い
る
こ
と
が

で
き
た
だ
け
で
あ
る
。
今
の
時
代
と
は
異
な
る
の
で
あ
る（

（3
（

。」

　
こ
れ
ら
は
と
も
に
『
河
南
程
氏
遺
書
』（
以
下
、『
遺
書
』
と
稱
す
）
に
見
え
る
二

程
の
發
言
で
あ
る
。
ま
ず
前
半
（
河
南
程
氏
曰
）
に
つ
い
て
、
こ
の
部
分
の
出
典

は
『
遺
書
』
卷
二
上
「
元
豐
己
未
呂
與
叔
東
見
二
先
生
語
」
で
あ
る
が（

（3
（

、
こ
こ
で

は
正
し
い
黃
鐘
を
定
め
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
と
述
べ
た
上
で
、
そ
の
具
體
的
な

方
法
と
し
て
、
知
♫
の
者
が
正
し
い
律
管
を
定
め
る
方
法
や
、
累
黍
法
に
よ
り
律

管
を
求
め
る
方
法
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
累
黍
法
に
つ
い
て
は
胡
瑗

（
九
九
三
―
一
〇
五
九
）
の
例
を
擧
げ
、
結
局
、
正
し
い
律
管
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、『
律
呂
新
書
』
に
は
見
え
な
い
が
、
二
程
は

知
♫
の
者
が
い
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、「
今
、
律
は
既
に
求
め
る
こ
と
が
で
き

ず
、
人
の
耳
も
ま
た
完
全
に
信
賴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い（

（3
（

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
人
間
の
聽
覺
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
信
賴
し
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

　
次
に
後
半
（
又
曰
）
に
つ
い
て
、
こ
の
部
分
の
出
典
は
『
遺
書
』
卷
三
「
謝
顯

衟
記
憶
平
日
語
」
で
あ
り
、「
伊
川
先
生
語
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
程
頤
の
發
言

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、
黃
鐘
律
管
が
度
量
衡
の
基
準
に
な
る
の
は
、
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そ
れ
が
「
天
地
の
氣
」
に
依
據
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
累
黍
法

と
度
量
衡
と
の
一
致
に
つ
い
て
は
、
先
王
の
時
代
に
は
㊒
效
で
は
あ
っ
た
が
、
現

在
で
は
こ
れ
が
一
致
し
な
い
た
め
、
累
黍
法
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
考
え

が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
二
程
の
言
說
の
要
點
は
、
正
し
い
樂
律
は
求
め
ら
れ
る
こ

と
、
累
黍
法
に
依
據
す
る
の
は
危
險
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
知
♫
の
者
で
あ

れ
ば
正
し
い
樂
律
（
黃
鐘
）
を
定
め
ら
れ
る
こ
と
の
三
點
だ
と
言
え
る
。

（
二
）　
張
載

　『
律
呂
新
書
』
が
引
用
す
る
張
載
の
言
說
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

橫
渠
張
氏
曰
く
、「
律
呂
に
は
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
理
が
㊒
り
、

德
性
淳
厚
な
者
は
必
ず
こ
れ
（
引
用
者
㊟
：
理
）
を
知
る
こ
と
が
で
き
る（
（3
（

。」

　
こ
れ
は
、『
經
學
理
窟
』（
以
下
、『
理
窟
』
と
稱
す
）「
禮
樂
」
か
ら
の
引
用
で
あ

る
。
ま
ず
、「
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
理
」
に
つ
い
て
、『
理
窟
』
に
は
類
似
す
る

表
現
と
し
て
「
黃
鐘
の
聲
は
、
理
を
以
て
ま
た
定
め
る
こ
と
が
で
き
る（

（3
（

」
が
見
え

る
。
こ
れ
は
、『
律
呂
新
書
』
に
二
程
の
言
說
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
「
黃
鐘

の
聲
も
ま
た
、
定
め
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
」
の
張
載
版
で
あ
る
が
、
兩
者
の
言

說
を
比
較
す
る
と
、
張
載
の
方
が
「
理
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、

求
め
る
べ
き
對
象
を
よ
り
明
確
に
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
こ
の

「
理
」
は
根
本
原
理
と
い
う
よ
り
も
、
理
屈
や
衟
理
の
意
味
で
理
解
す
べ
き
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
樂
律
（
黃
鐘
）
に
は
正
し
い
も
の
を
求
め
ら
れ
る
理
屈
や
衟
理
が

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、『
律
呂
新
書
』
に
は
見
え
な
い
が
、
張
載

は
古
樂
に
つ
い
て
も
、「
古
樂
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
今
の
人

は
古
樂
を
求
め
る
こ
と
が
深
過
ぎ
る
た
め
、
始
め
か
ら
古
樂
を
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
考
え
て
し
ま
っ
て
い
る（

（3
（

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
と
先
の

樂
律
に
關
す
る
記
述
を
合
わ
せ
る
と
、
樂
律
や
古
樂
に
對
す
る
張
載
の
基
本
姿
勢

は
、
こ
れ
ら
に
は
求
め
ら
れ
る
方
法
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
し
て
、
樂
律
も
古
樂
も
求
め
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
求

め
る
の
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
重
要
と
な
る
の
が
、
次
の
「
德
性

淳
厚
な
者
」
な
の
で
あ
る
。

　
張
載
の
思
想
に
お
い
て
、
こ
の
「
德
性
」
と
い
う
用
語
は
「
德
性
の
知
る
所
」

と
し
て
、「
見
聞
の
知
」
と
共
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

世
人
の
心
は
、
聞
見
の
及
ぶ
狹
い
範
圍
に
止
ま
る
。
聖
人
は
性
を
盡
く
す
た

め
、
見
聞
に
よ
っ
て
自
ら
の
心
が
縛
ら
れ
る
こ
と
は
無
く
、
天
下
の
萬
物
と

自
ら
と
を
差
異
無
く
、
一
體
の
も
の
と
し
て
見
る
。
こ
れ
が
孟
子
の
言
う
心

を
盡
く
せ
ば
性
を
知
り
、
天
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
見
聞
の
知

は
、
物
と
交
わ
り
得
る
知
で
あ
る
た
め
、
德
性
の
知
る
所
で
は
な
い
。
德
性

の
知
る
所
と
は
、
見
聞
に
萌
す
も
の
で
は
な
い（

（3
（

。

　
こ
こ
で
は
世
間
一
般
の
人
々
と
聖
人
と
を
比
較
し
、
前
者
の
心
が
感
覺
器
官
と

對
象
物
と
の
接
觸
を
通
し
て
得
る
「
見
聞
の
知
」
に
囚
わ
れ
て
い
る
の
に
對
し
て
、

後
者
の
心
は
事
物
の
本
性
を
窮
め
盡
く
す
こ
と
に
よ
り
、
天
下
の
萬
物
と
心
と
が

一
體
と
な
る
境
地
に
達
し
て
い
る
た
め
、
超
經
驗
的
な
「
德
性
の
知
る
所
」
に
よ

り
、
對
象
物
と
の
接
觸
を
經
ず
と
も
萬
物
を
認
識
で
き
る
の
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
、

修
養
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
う
し
た
超
經
驗
的
な
方
法
に
よ
る
認
識
が
で
き
る

「
德
性
淳
厚
な
者
」
で
あ
れ
ば
、
正
し
い
樂
律
、
ひ
い
て
は
古
樂
も
求
め
ら
れ
る

と
い
う
の
が
、
張
載
の
主
張
で
あ
る
。
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（
三
）　
小
結

　『
律
呂
新
書
』
が
引
用
す
る
二
程
ら
の
言
說
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
正
し
い

樂
律
は
求
め
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
積
極
的
な
姿
勢
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
姿
勢
は
、

同
書
が
引
用
す
る
『
漢
書
』
等
か
ら
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
二

程
ら
は
「
以
度
出
律
」
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
正
し
い
樂
律
や
古
樂
は
求
め
ら

れ
な
い
と
す
る
消
極
的
な
姿
勢
も
戒
め
て
い
る
が
、『
律
呂
新
書
』
が
こ
の
問
題

を
解
決
す
る
べ
く
提
唱
し
た
の
が
、『
後
漢
書
』
に
見
え
る
「
聲
氣
の
元
」
を
宋

學
的
に
解
釋
し
た
樂
律
論
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
ら
の
言
說
が
與
え
た

影
响
は
、
決
し
て
小
さ
く
は
無
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
二
程
ら
は
「
知

♫
の
者
」
で
あ
れ
ば
「
聲
氣
の
元
」
に
基
づ
く
正
し
い
樂
律
を
聞
き
分
け
ら
れ
る

と
考
え
、
修
養
を
通
し
て
「
德
性
淳
厚
な
者
」
に
な
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い

た
が
、『
律
呂
新
書
』
に
お
い
て
は
、
具
體
的
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
が
深

め
ら
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
二
程
ら
の
言
說
は
「
聲
氣
の
元
」
の
直
接
的
な
思
想
的
淵

源
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、「
聲
氣
の
元
」
に
宋
學
的
な
解
釋
を
加
え
、
獨
自
の

樂
律
論
を
構
築
す
る
上
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
言
え
る
。

三
　
候
氣
法

　
前
述
の
よ
う
に
、『
律
呂
新
書
』
で
は
諸
律
の
根
源
で
あ
る
「
聲
氣
の
元
」
か

ら
黃
鐘
律
管
を
求
め
る
方
法
と
し
て
、「
中
聲
」
と
「
中
氣
」
と
の
一
致
を
求
め

て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
「
中
聲
」
と
の
一
致
を
確
認
す
る
方
法
と
し
て
同
書
が
採

用
し
て
い
る
の
が
候
氣
法
で
あ
る
。

　
候
氣
法
と
は
、
律
管
を
使
用
し
て
十
二
律
と
十
二
⺼
の
中
氣
と
の
一
致
を
確
認

す
る
傳
統
的
な
技
法
で
あ
る
。『
律
呂
新
書
』
で
は
『
漢
書
』
律
曆
志
及
び
『
隋

書
』
律
曆
志
に
基
づ
き
、
各
⺼
の
中
氣
が
到
來
す
る
と
、
そ
れ
に
對
應
す
る
律
管

が
反
應
す
る
こ
と
を
利
用
し
、
あ
ら
か
じ
め
律
管
の
中
に
灰
を
詰
め
、
そ
の
灰
の

噴
出
を
以
て
十
二
⺼
と
十
二
律
と
の
一
致
を
確
認
す
る
方
法
を
用
い
て
い
る（

（3
（

。
た

だ
し
、
候
氣
法
に
つ
い
て
は
批
判
的
な
意
見
も
多
く
、
朱
載
堉
に
代
表
さ
れ
る
明

代
の
學
者
た
ち
も
、
中
氣
の
觀
測
に
よ
り
正
し
い
律
管
を
確
定
す
る
候
氣
法
を
批

判
し
て
い
る
が
、
候
氣
法
が
正
式
に
否
定
さ
れ
る
の
は
淸
代
の
こ
と
で
あ
り
、
何

よ
り
「
蔡
元
定
に
と
っ
て
の
氣
は
、
北
宋
樂
論
で
紛
糾
し
た
「
度
」
と
「
律
」
の

問
題
を
解
決
す
る
㊒
效
な
手
段
で
あ
り
、
そ
の
氣
を
證
明
す
る
た
め
の
實
驗
と
し

て
候
氣
は
非
常
に
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る（

（3
（

」。
よ
っ
て
、『
律
呂
新
書
』
が
候
氣
法

を
採
用
し
た
こ
と
に
は
、
一
定
の
合
理
性
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
さ
て
、『
律
呂
新
書
』
で
は
そ
の
用
途
に
合
わ
せ
て
、
二
種
類
の
候
氣
法
が
運

用
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
上
卷
「
候
氣
第
十
」
に
見
え
る
、
十
二
律
と
十
二
⺼

の
對
應
關
係
を
示
す
候
氣
法
で
あ
る
。『
律
呂
新
書
』
で
は
そ
の
上
卷
に
お
い
て
、

獨
自
の
樂
律
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
黃
鐘
を
確
定
（
第
一
章
）
さ
せ
た
後
に
、

三
分
損
益
法
を
用
い
て
算
出
し
た
十
二
正
律
と
六
變
律
か
ら
な
る
十
八
律
の
樂
律

論
を
示
し
（
第
二
章
―
第
九
章
）、
そ
の
後
、
改
め
て
十
二
正
律
を
對
象
と
し
た
候

氣
法
を
行
う
（
第
十
章
）
と
い
う
同
書
の
章
構
成
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

「
氣
」
を
背
景
と
す
る
候
氣
法
は
、「
聲
氣
の
元
」（
第
一
章
）
や
「
數
」（
第
二
章
―

第
九
章
）
と
と
も
に
、
同
書
の
樂
律
論
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
同
書
に
お
い
て
運
用
さ
れ
て

い
る
も
う
一
つ
の
候
氣
法
が
、
下
卷
「
造
律
第
一
」
に
見
え
る
蔡
氏
多
截
管
候
氣

說
（
以
下
、
多
截
管
說
と
稱
す
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
黃
鐘
律
管
の
候
補
と
な
る
長

さ
の
異
な
る
律
管
を
多
數
用
意
し
、
冬
至
の
日
の
中
氣
が
到
來
す
る
時
刻
に
灰
が

噴
出
す
る
律
管
を
、
正
し
い
黃
鐘
律
管
と
す
る
も
の
で
あ
る
が（

（3
（

、
こ
こ
で
㊟
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
聲
氣
の
元
」
に
基
づ
く
正
し
い
黃
鐘
律
管
を
求
め



蔡
元
定
『
律
呂
新
書
』
の
思
想
的
硏
究

一
二
七

る
際
に
は
、「
中
氣
」
の
み
な
ら
ず
、「
中
聲
」
と
の
一
致
も
必
要
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
卽
ち
、「
中
氣
」
を
確
認
す
る
候
氣
法
に
つ
い
て
は
、
上
卷
「
候
氣
第

十
」
で
具
體
的
な
實
施
方
法
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
下
卷
「
候
氣
第
九
」
に
も
、

そ
の
典
據
と
な
る
文
獻
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、「
中
聲
」
を
確
認
す
る
際
に
必
要

と
な
る
「
知
♫
の
者
」
や
「
德
性
淳
厚
な
者
」
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

二
程
ら
の
言
說
以
外
に
は
具
體
的
な
記
述
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

「
造
律
第
一
」
に
お
い
て
は
、「
中
氣
」
を
確
認
す
る
候
氣
法
が
重
要
な
意
味
を
㊒

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
た
だ
し
、
同
書
に
お
い
て
「
中
聲
」
が
「
中
氣
」
よ
り
も
輕
視
さ
れ
て
い
た
の

か
と
言
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
だ
が
、
北
宋
の
諸
儒
が
「
氣
質
の
性
」

を
克
服
し
、「
天
地
の
性
」（
或
い
は
「
天
命
の
性
」）
を
取
り
戾
す
こ
と
を
重
要
課

題
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
德
性
淳
厚
」
な
聖
人
と
同
じ

境
地
に
達
す
る
こ
と
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
ま
た
、「
百
世
を
經
た
後
に
、

百
世
前
の
樂
律
を
求
め
」
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
『
律
呂
新
書
』
に
お
い
て
は
、

主
觀
的
、
超
人
的
な
判
斷
に
基
づ
く
方
法
を
極
力
排
し
、「
氣
」
や
「
數
」（
後

述
）
等
の
客
觀
的
か
つ
再
現
性
の
高
い
技
術
論
に
重
き
を
置
く
形
で
、
そ
の
理
論

が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、「
中
聲
」
に
關
す
る
記
述
の
少
な
さ
に
影

响
を
與
え
て
い
る
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
寧
ろ
、「
中
聲
」
を
殘
し
つ

つ
も
、
あ
く
ま
で
も
技
術
的
な
觀
點
か
ら
「
百
世
を
經
た
後
に
、
百
世
前
の
樂
律

を
求
め
」
る
と
い
う
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
積
極
的
な
姿
勢
と
し
て
、
評
價

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、『
律
呂
新
書
』
に
お
い
て
は
「
氣
」
を
通
し
て
自
然
の
變

化
を
把
握
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
樂
律
を
定
め
る
候
氣
法
が
、「
百
世
の
後
」
に
も

正
し
い
樂
律
を
求
め
る
方
法
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
　「
數
」

　
兒
玉
氏
が
「
蔡
元
定
の
論
の
特
色
は
、
♫
律
の
體
系
を
徹
底
的
に
數
的
に
均
整

の
と
れ
た
體
系
と
し
て
構
築
す
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
た
點
に
あ
る（

（4
（

」
と
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、『
律
呂
新
書
』
に
お
い
て
は
「
數
」
が
重
要
な
役
割
を
擔
っ
て
い

る
が
、
そ
の
中
で
も
「
聲
氣
の
中
」
で
あ
る
黃
鐘
か
ら
三
分
損
益
法
に
よ
り
諸
律

を
求
め
る
こ
と
が
、「
數
」
が
果
た
す
べ
き
最
大
の
役
割
で
あ
っ
た
。
同
書
で
は
、

こ
の
三
分
損
益
法
を
圓
滑
に
運
用
す
る
べ
く
九
進
法
が
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
、
同
書
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

十
を
法
と
す
る
の
は
、
天
地
の
全
數
だ
か
ら
で
あ
る
。
九
を
法
と
す
る
の
は
、

三
分
損
益
の
た
め
に
定
め
た
か
ら
で
あ
る
。
…
…
十
か
ら
九
を
取
る
の
は
、

體
を
定
め
る
方
法
で
あ
る
。
十
を
約
め
て
九
に
す
る
の
は
、
用
を
行
う
方
法

で
あ
る
。
體
と
は
、
中
聲
を
定
め
る
方
法
で
あ
る
。
用
と
は
、
十
一
律
を
生

み
出
す
方
法
で
あ
る（

（4
（

。

　
つ
ま
り
、「
中
聲
」
や
「
中
氣
」
と
の
一
致
か
ら
求
め
ら
れ
る
黃
鐘
律
管
の
長

さ
に
つ
い
て
は
、「
體
」
で
あ
る
十
進
法
を
用
い
る
が
、
こ
の
黃
鐘
律
管
を
起
點

と
し
て
三
分
損
益
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
諸
律
の
長
さ
に
つ
い
て
は
、「
三
」
を

用
い
て
乘
除
を
繰
り
﨤
す
際
に
餘
數
が
生
じ
る
こ
と
を
極
力
防
ぐ
た
め
、「
用
」

で
あ
る
九
進
法
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
書
が
「
數
」
を
重
視
し
て
い

た
こ
と
は
、
こ
の
三
分
損
益
法
に
よ
り
諸
律
が
算
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
說
明
す

る
際
に
使
用
さ
れ
る
、「
數
の
自
然
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

一
寸
を
九
分
、
一
分
を
九
厘
、
一
厘
を
九
毫
、
一
毫
を
九
絲
と
し
、
こ
れ
に
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よ
っ
て
十
一
律
を
求
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
五
聲
と
二
變
を
求
め
る
。
增
減
し

た
り
乘
除
し
て
も
、
割
り
符
の
よ
う
に
ぴ
っ
た
り
と
一
致
し
て
通
じ
な
い
と

こ
ろ
が
な
い
こ
と
か
ら
、
數
の
自
然
だ
と
言
え
よ
う（

（4
（

。

　
こ
の
「
數
の
自
然
」
に
つ
い
て
は
、
別
の
箇
所
に
「
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
人
爲

的
な
も
の
で
は
な
く
、
數
の
自
然
な
の
で
あ
る（

（4
（

」
と
の
記
述
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、

豫
め
定
め
ら
れ
た
規
則
に
從
い
「
自
然
」
に
算
出
し
た
結
果
だ
と
理
解
で
き
る
。

よ
っ
て
、
同
書
に
お
い
て
は
、「
數
の
自
然
」
が
作
爲
性
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、

あ
る
種
の
正
し
さ
を
意
味
す
る
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
「
數
」
を
重
視
す
る
特
徵
は
、
同
書
に
お
け
る
「
數
」
と

「
算
」
と
の
使
い
分
け
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

仲
呂
の
實
數
で
あ
る
十
三
萬
一
千
七
十
二
ま
で
求
め
、
三
を
用
い
て
こ
の
實

數
を
割
る
と
、
餘
り
の
二
算
が
出
て
數
が
進
ま
な
い
。
こ
の
た
め
、
律
は
十

二
で
止
ま
る
の
で
あ
る（

（4
（

。

　
三
分
損
益
法
を
用
い
て
乘
除
す
る
數
の
こ
と
を
、『
律
呂
新
書
』
で
は
實
數（
（4
（

と

稱
す
る
が
、
こ
こ
で
は
仲
呂
の
實
數
（
十
三
萬
千
七
十
二
）
を
三
で
除
し
た
結
果
生

じ
た
餘
數
の
二
を
「
不
盡
二
算
」
と
表
現
し
、「
算
」
が
生
じ
た
結
果
、
仲
呂
以

降
は
「
數
」
を
用
い
た
三
分
損
益
法
に
よ
る
樂
律
の
算
出
が
で
き
な
い
た
め
、
正

律
は
十
二
で
止
ま
る
の
だ
と
言
う
。
こ
の
「
算
」
に
は
「
數
」
の
意
味
が
あ
る
が（

（4
（

、

同
書
で
は
こ
れ
以
外
の
箇
所
で
も
、
三
分
損
益
法
に
よ
り
處
理
で
き
な
い
餘
數
に

「
算
」
と
い
う
字
を
當
て
て
い
る
た
め
、「
數
」
と
「
算
」
と
を
明
確
に
區
別
し
、

「
數
」
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
數
」
が
表
現
す
る
豫
め
定
め
ら
れ
た
規
則
と
は
、「
分
寸

の
數
は
、
聲
氣
の
元
に
具
わ
っ
て
お
り
、
實
際
に
認
識
で
き
る
形
に
し
な
け
れ
ば

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
記
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
聲
氣
の
元
」

（
或
い
は
「
聲
氣
の
元
」
に
內
在
す
る
樂
律
論
）
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
が
、『
律
呂

新
書
』
で
は
こ
の
「
聲
氣
の
元
」
か
ら
「
數
」
を
得
る
た
め
に
は
、
そ
の
間
に

「
律
管
」
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
興
味
深
い
こ
と
に
、

こ
う
し
た
「
聲
氣
の
元
」
と
「
律
管
」、「
數
」
の
關
係
性
と
類
似
す
る
構
造
を
持

つ
記
述
が
、『
易
』
に
つ
い
て
述
べ
た
程
頤
「
答
張
閎
中
書
」
に
も
見
え
る
。

理
の
後
に
象
が
㊒
り
、
象
の
後
に
數
が
㊒
る
。『
易
』
は
象
に
よ
っ
て
理
を

明
ら
か
に
し
、
象
に
よ
っ
て
數
を
知
る
。
…
…

理
は
無
形
で
あ
る
た
め
、
象
に
よ
っ
て
理
を
明
ら
か
に
す
る（

（4
（

。

　
こ
こ
か
ら
は
、「
象
」
を
媒
介
と
し
て
「
理
」
と
「
數
」
と
が
結
び
つ
い
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
、
無
形
の
「
理
」
は
「
象
」
に
よ
り
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
と

い
う
こ
と
が
、「
聲
氣
の
元
」
と
「
律
管
」
と
の
關
係
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
し
か
し
、『
律
呂
新
書
』
に
は
こ
の
言
說
が
引
用
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、『
易
』
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
の
一
節
と
樂
律
と
を
直
接
結
び
つ
け
る
こ
と

は
難
し
い
。
だ
が
、『
朱
子
語
類
』
に
見
え
る
蔡
元
定
の
言
說
に
「
天
下
の
萬
理

は
、
一
動
一
靜
よ
り
出
る
。
天
下
の
萬
數
は
、
一
奇
一
耦
よ
り
出
る
。
天
下
の
萬

象
は
、
一
方
一
圓
よ
り
出
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
乾
、
坤
の
二
畫
よ
り
起
こ
る
も

の
で
あ
る（

（4
（

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
く
「
理
」、「
數
」、「
象
」
に
つ
い
て
言
及

し
た
『
易
』
關
係
の
言
說
に
お
い
て
、
蔡
元
定
が
「
萬
象
」
を
卦
爻
に
限
定
す
る

こ
と
な
く
、
萬
物
の
意
味
で
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
「
象
」
に
關
す
る
解
釋
を
先
の
程
頤
の
言
說
に
も
援
用
す
る
と
、「
象
」
と

「
律
管
」
と
が
置
き
換
え
可
能
な
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、『
律



蔡
元
定
『
律
呂
新
書
』
の
思
想
的
硏
究

一
二
九

呂
新
書
』
に
お
け
る
「
聲
氣
の
元
」
と
「
律
管
」、「
數
」
と
い
う
關
係
性
が
程
頤

の
言
說
の
影
响
を
受
け
て
い
る
と
假
定
す
る
と
、「
聲
氣
の
元
」
が
宋
學
に
お
け

る
「
理
」
に
相
當
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
樂
律
論
に
お
け
る

「
聲
氣
の
元
」
と
「
律
管
」、「
數
」
の
關
係
性
が
樂
律
論
固
㊒
の
も
の
で
は
な
く
、

宋
學
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
易
學
を
背
景
と
す
る
理
論
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
律
呂
新
書
』
に
は
『
易
』
と
樂
律
と
を
區
別
す
る
記
述
も

見
え
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
同
書
は
兩
者
の
關
係
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い（

（4
（

。
よ
っ
て
、『
律
呂
新
書
』
が
前
揭
の
『
易
』
に
關
す
る
程
頤
の
言
說
の

影
响
を
受
け
て
い
た
可
能
性
は
、
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　『
宋
元
學
案
』
で
は
、
蔡
元
定
の
學
問
の
特
徵
と
し
て
「
數
に
よ
っ
て
理
を
明

ら
か
に
す
る（

（5
（

」
こ
と
を
擧
げ
る
が
、『
律
呂
新
書
』
に
お
け
る
「
數
の
自
然
」
と

い
う
表
現
や
「
數
」
と
「
算
」
の
區
別
、
さ
ら
に
は
、
易
學
の
影
响
を
想
起
さ
せ

る
「
律
管
」
を
媒
介
と
す
る
「
聲
氣
の
元
」
と
「
數
」
と
の
關
係
性
等
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
同
書
に
お
い
て
も
「
數
に
よ
っ
て
理
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
特

徵
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　『
律
呂
新
書
』
の
秀
逸
な
點
は
、
宋
學
に
お
け
る
「
理
」
と
同
樣
に
普
遍
性
を

㊒
す
る
「
聲
氣
の
元
」
を
諸
律
の
根
源
に
据
え
た
こ
と
で
あ
り
、
い
つ
の
時
代
で

も
「
聲
氣
の
元
」
に
依
據
す
れ
ば
、
正
し
い
樂
律
が
常
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
論

理
的
に
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
書
の
樂
律
論
は
古
代
に
存
在
し

た
、
正
し
い
樂
律
を
い
た
ず
ら
に
追
い
求
め
る
從
來
の
復
古
的
な
樂
律
論
と
は
一

線
を
畫
す
る
新
た
な
樂
律
論
と
し
て
、
宋
代
以
降
、
重
要
な
地
位
を
占
め
る
こ
と

と
な
っ
た
。
ま
た
、
同
書
に
一
貫
し
て
見
え
る
「
正
し
い
樂
律
は
求
め
ら
れ
る
」

と
い
う
姿
勢
は
、
二
程
等
の
影
响
を
受
け
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
彼
ら
の
樂
及
び

樂
律
に
關
す
る
言
說
を
思
想
的
淵
源
と
は
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
昇
華
し
て
傳
統
的

な
樂
律
論
に
宋
學
的
な
解
釋
を
加
え
、
獨
創
的
か
つ
革
新
的
な
樂
律
論
を
示
し
た

こ
と
は
、
同
書
の
卓
越
し
た
成
果
だ
と
言
え
る
。

　
さ
ら
に
、
同
書
の
樂
律
論
は
、
諸
律
の
根
源
と
し
て
の
「
聲
氣
の
元
」、「
中

氣
」
と
律
管
と
の
一
致
を
確
認
す
る
候
氣
法
に
代
表
さ
れ
る
「
氣
」、
そ
し
て
、

三
分
損
益
法
に
よ
り
「
自
然
」
に
諸
律
を
算
出
す
る
「
數
」
を
㊒
機
的
に
結
び
つ

け
る
こ
と
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、「
氣
」
と
「
數
」
は
、
そ

の
根
源
に
あ
る
「
聲
氣
の
元
」
を
具
體
化
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
三
分
損
益
法

に
よ
り
算
出
さ
れ
た
十
二
正
律
の
律
管
を
用
い
て
候
氣
法
を
實
施
し
た
と
し
て
も
、

「
中
氣
」
の
到
來
に
應
じ
て
律
管
の
反
應
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
あ

る
意
味
で
は
當
然
の
こ
と
だ
と
言
え
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
も
『
律
呂
新
書
』

に
お
け
る
「
聲
氣
の
元
」
の
重
要
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
總
合
す
る
と
、『
律
呂
新
書
』
は
傳
統
的
な
樂
律
論
に
宋
學
的

な
解
釋
を
加
え
、「
理
」
を
想
起
さ
せ
る
「
聲
氣
の
元
」
を
中
心
に
据
え
る
と
と

も
に
、「
數
」
や
「
氣
」
等
の
客
觀
的
か
つ
再
現
性
の
高
い
槪
念
を
使
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、「
百
世
を
經
た
後
に
、
百
世
前
の
樂
律
を
求
め
」
る
こ
と
が
で
き
る

普
遍
性
を
㊒
す
る
理
論
體
系
を
完
成
さ
せ
た
點
に
お
い
て
、
宋
學
に
お
け
る
樂
律

論
の
集
大
成
だ
と
言
え
る
。

㊟（
1
）　
た
だ
し
、
雅
樂
理
論
で
あ
る
「
起
調
畢
曲
」
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
影
响
力
が
あ

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
呂
暢
「
蔡
元
定
「
起
調
畢
曲
」
理
論
新
解
」（『
♫
樂
探

索
』、
四
川
♫
樂
學
院
、
二
〇
一
三
年
第
三
期
）
が
詳
し
い
。

（
2
）　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
朱
熹
も
「
そ
の
言
說
の
多
く
は
近
頃
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
な

い
も
の
で
あ
る
が
、
一
つ
と
し
て
古
人
が
既
に
定
論
と
し
た
も
の
に
違
う
こ
と
は
無



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
六
集

一
三
〇

い
」（
其
言
雖
多
出
於
近
世
之
所
未
講
、
而
實
無
一
字
不
本
於
古
人
已
試
之
成
法
）

（
孔
子
文
化
大
全
編
輯
部
編
輯
『
孔
子
文
化
大
全
　
性
理
大
全
（
二
）』、
山
東
友
誼

書
社
、
一
九
八
九
年
、
一
四
六
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
特
に
明

記
し
な
い
が
、
引
用
文
に
つ
い
て
は
、
㊜
宜
標
點
等
を
改
め
て
い
る
。

（
3
）　
堀
池
信
夫
「
中
國
♫
律
學
の
展
開
と
儒
敎
」（『
中
國
―
社
會
と
文
化
』
第
六
號
、

東
大
中
國
學
會
、
一
九
九
一
年
）
一
二
九
頁
。

（
4
）　
小
島
毅
「
宋
代
の
樂
律
論
」（『
東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要
』
第
一
〇
九
册
、
東
京
大

學
東
洋
文
化
硏
究
所
、
一
九
八
九
年
）
三
〇
一
頁
。

（
5
）　
兒
玉
憲
明
「『
律
呂
新
書
』
硏
究
―
「
聲
氣
の
元
」
と
「
數
」
―
」（『
人
文
科
學

硏
究
』
第
八
二
輯
、
新
潟
大
學
人
文
學
部
、
一
九
九
二
年
）
三
三
頁
。

（
6
）　
田
中
㊒
紀
『
中
國
の
♫
樂
思
想
―
朱
載
堉
と
十
二
平
均
律
』（
東
京
大
學
出
版

會
、
二
〇
一
八
年
）
三
三
九
頁
。
な
お
、
こ
の
「
朱
子
學
的
樂
律
論
」
と
は
「
象
數

易
と
樂
律
學
を
結
合
し
、
氣
の
理
論
を
あ
ら
ゆ
る
側
面
で
用
い
る
こ
と
、
律
と
曆
の

統
合
を
圖
る
こ
と
、
儒
者
の
理
論
よ
り
も
む
し
ろ
今
樂
の
演
奏
技
術
を
信
賴
す
る
こ

と
」（
三
三
九
頁
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
『
律
呂
新
書
』
本
來
の
思
想

と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
後
學
た
ち
の
考
え
る
「
朱
子
學
的
樂
律

論
」
で
あ
る
。

（
7
）　
本
稿
は
拙
著
『
日
本
近
世
期
に
お
け
る
樂
律
硏
究
―
『
律
呂
新
書
』
を
中
心
と
し

て
―
』（
東
方
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
及
び
拙
稿
「『
律
呂
新
書
』
に
お
け
る
「
和
」

―
蔡
元
定
の
「
數
の
自
然
」
と
中
村
惕
齋
の
「
人
聲
の
自
然
」」（
田
中
㊒
紀
編

『
東
ア
ジ
ア
♫
樂
思
想
に
お
け
る
「
和
」』、
東
京
大
學
東
ア
ジ
ア
藝
文
書
院
、
二
〇

二
〇
年
）
に
お
い
て
得
ら
れ
た
成
果
を
も
と
に
、
新
た
な
知
見
と
資
料
を
加
え
て
考

察
を
行
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
引
用
資
料
に
重
複
が
あ
る
こ
と
を
、
初
め
に
記
し
て

お
く
。

（
8
）　
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
韓
愈
等
が
先
導
す
る
形
で
中
唐
か
ら
晚
唐
に
か
け
て
生
じ

た
儒
學
復
興
運
動
、
そ
し
て
、
遼
や
西
夏
に
よ
る
領
土
侵
略
と
い
う
現
實
的
な
脅
威

に
起
因
す
る
「
聖
古
の
復
興
と
蠻
夷
の
排
斥
」
と
い
う
意
識
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
邱
源
媛
「
宋
代
宮
廷
雅
樂
的
復
古
之
風
」（『
故
宮
博
物
院
院

刊
』、
故
宮
博
物
院
、
二
〇
一
三
年
第
三
期
）
が
詳
し
い
。

（
9
）　
宋
之
樂
屢
變
、
而
卒
無
一
定
不
易
之
論
。（『
宋
史
』、
中
華
書
局
、
一
九
七
七
年
、

二
九
三
八
頁
）。

（
10
）　
な
お
、『
宋
會
要
輯
稿
』
に
は
、
南
宋
の
太
常
寺
に
お
け
る
樂
工
の
缺
員
問
題
が

た
び
た
び
記
錄
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
財
政
的
な
問
題
以
外
に
も
、
士
人

た
ち
の
嗜
好
の
變
化
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
。
卽
ち
、
娛
樂
性
の
高
い
♫
樂
が
好
ま

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
民
間
の
♫
樂
や
樂
人
が
動
員
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
雅

樂
改
革
の
優
先
度
も
低
下
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
康
瑞
軍

「
南
宋
宮
廷
♫
樂
機
構
與
樂
官
制
度
考
述
」（『
天
津
♫
樂
學
院
學
報
』、
天
津
♫
樂
學

院
、
二
〇
〇
八
年
第
四
期
）
を
參
照
。

（
11
）　
其
議
今
之
樂
極
爲
詳
明
、
而
終
謂
古
樂
難
復
、
則
於
樂
律
之
原
㊒
未
及
講
。（『
宋

史
』、
三
〇
五
四
頁
）。

（
12
）　
此
三
臣
之
學
、
可
謂
窮
本
知
變
、
達
樂
之
要
者
矣
。（
同
、
三
〇
五
六
頁
）。

（
13
）　
熹
與
元
定
蓋
深
講
於
其
學
者
、
而
硏
覃
眞
積
、
述
爲
成
書
。（
同
、
三
〇
五
六
頁
）。

（
14
）　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
尹
蕾
「
明
嘉
靖
時
期
張
鶚
及
其
雅
樂
改
制
」（『
中
國
♫
樂

學
』、
中
國
藝
術
硏
究
院
、
二
〇
二
一
年
第
四
期
）
が
詳
し
い
。

（
15
）　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
田
中
㊒
紀
『
中
國
の
♫
樂
思
想

―
朱
載
堉
と
十
二
平
均

律
』、
一
三
五
―
一
五
九
頁
及
び
、
鄭
俊
暉
「
明
淸
時
期
♫
樂
文
獻
發
展
述
要
」

（『
交
响
―
西
安
♫
樂
學
院
學
報
』、
西
安
♫
樂
學
院
、
二
〇
一
三
年
第
四
期
）
七
〇

―
七
五
頁
を
參
照
。

（
16
）　
兒
玉
憲
明
「
經
學
に
お
け
る
「
樂
」
の
位
置
」（『
人
文
科
學
硏
究
』
第
一
〇
六
輯
、

新
潟
大
學
人
文
學
部
、
二
〇
〇
一
年
）
を
參
照
。

（
17
）　
累
黍
法
と
は
、
黃
鐘
律
管
の
長
さ
は
黑
黍
九
十
粒
分
、
そ
の
律
管
の
中
に
は
千
二

百
粒
を
收
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
『
漢
書
』
律
曆
志
の
記
述
に
基
づ
き
、
古
代



蔡
元
定
『
律
呂
新
書
』
の
思
想
的
硏
究

一
三
一

の
黃
鐘
律
管
を
復
元
す
る
方
法
の
こ
と
で
あ
る
。

（
18
）　「
聲
氣
の
元
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
兒
玉
憲
明
「『
律
呂
新
書
』
硏
究
―
「
聲
氣
の

元
」
と
「
數
」
―
」
が
詳
細
な
檢
討
を
行
っ
て
い
る
が
、「
聲
氣
の
元
」
と
「
聲
氣

の
中
」
の
解
釋
に
お
い
て
、
筆
者
は
兒
玉
氏
と
見
解
を
異
に
す
る
。
こ
の
點
に
つ
い

て
は
、
本
文
中
に
お
い
て
考
察
す
る
。

（
19
）　
黃
鐘
者
、
陽
聲
之
始
、
陽
氣
之
動
也
、
故
其
數
九
。
分
寸
之
數
具
於
聲
氣
之
元
、

不
可
得
而
見
。
及
斷
竹
爲
管
、
吹
之
而
聲
和
、
候
之
而
氣
應
、
而
後
數
始
形
焉
。

（『
性
理
大
全
』、
一
四
六
九
頁
）。

（
20
）　
以
黃
鐘
爲
宮
、
太
簇
爲
商
、
姑
洗
爲
角
、
林
鐘
爲
徵
、
南
呂
爲
羽
、
應
鐘
爲
變
宮
、

蕤
賓
爲
變
徵
。
此
聲
氣
之
元
、
五
♫
之
正
也
。（『
後
漢
書
』、
中
華
書
局
、
一
九
六

五
年
、
三
〇
〇
〇
頁
）。
な
お
、
黃
鐘
均
と
は
、
黃
鐘
を
起
點
と
し
て
構
成
さ
れ
る

♫
階
の
こ
と
で
あ
る
。

（
21
）　「
細
若
氣
、
微
若
聲
、
聖
人
因
神
而
存
之
、
雖
妙
必
效
。」
言
黃
鐘
始
於
聲
氣
之
元

也
。（『
性
理
大
全
』、
一
五
一
五
―
一
五
一
六
頁
）。
な
お
、
こ
の
部
分
の
解
釋
に
つ

い
て
は
、
兒
玉
憲
明
「
蔡
元
定
律
呂
證
辨
詳
解
（
一
）」（『
人
文
科
學
硏
究
』
第
一

三
〇
輯
、
新
潟
大
學
人
文
學
部
、
二
〇
一
二
年
）
三
六
―
三
七
頁
を
參
考
に
し
た
。

（
22
）　
百
世
之
下
、
欲
求
百
世
之
前
之
律
者
、
其
亦
求
之
於
聲
氣
之
元
、
而
毋
必
之
於
秬

黍
、
則
得
之
矣
。（『
性
理
大
全
』、
一
五
一
八
頁
）。

（
23
）　
黃
鐘
獨
爲
聲
氣
之
元
。（
同
、
一
四
九
五
頁
）。

（
24
）　
律
曆
家
最
重
這
元
聲
、
元
聲
一
定
、
向
下
都
定
。
元
聲
差
、
向
下
都
差
。（『
朱
子

語
類
』、
中
華
書
局
、
二
〇
二
〇
年
、
二
八
五
二
頁
）。

（
25
）　
今
欲
求
聲
氣
之
中
、
而
莫
㊜
爲
準
、
則
莫
若
且
多
截
竹
、
以
擬
黃
鐘
之
管
。
…
…

如
是
而
更
迭
以
吹
、
則
中
聲
可
得
。
淺
深
以
列
、
則
中
氣
可
驗
。
苟
聲
和
氣
應
、
則

黃
鐘
之
爲
黃
鐘
者
信
矣
。
黃
鐘
者
信
、
則
十
一
律
與
度
量
權
衡
者
得
矣
。（『
性
理
大

全
』、
一
五
一
六
―
一
五
一
七
頁
）。

（
26
）　
黃
鐘
不
復
爲
他
律
役
。（
同
、
一
四
九
五
頁
）。

（
27
）　
雖
㊒
十
二
律
六
十
調
、
然
實
一
黃
鐘
也
。
是
理
也
、
在
聲
爲
中
聲
、
在
氣
爲
中
氣
、

在
人
則
喜
怒
哀
樂
未
發
與
發
而
中
節
也
。（
同
、
一
五
〇
八
頁
）。
な
お
、「
在
人
則

喜
怒
哀
樂
未
發
與
發
而
中
節
也
」
は
『
中
庸
』
の
「
喜
怒
哀
樂
之
未
發
、
謂
之
中
。

發
而
皆
中
節
、
謂
之
和
」（『
四
書
章
句
集
㊟
』、
中
華
書
局
、
二
〇
一
二
年
、
一
八

頁
）
の
暗
引
で
あ
り
、「
中
和
」
を
表
現
し
て
い
る
。

（
28
）　
以
聲
之
淸
濁
、
氣
之
先
後
、
求
黃
鐘
者
也
。（『
性
理
大
全
』、
一
五
一
六
頁
）。

（
29
）　
な
お
、
前
述
の
よ
う
に
、『
宋
史
』
で
は
周
敦
頤
も
『
律
呂
新
書
』
の
思
想
的
淵

源
の
一
つ
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
が
、『
律
呂
新
書
』
に
は
周
敦
頤
の
言
說
が
引

用
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。
た
だ
し
、
朱
熹
が
『
通
書
』

「
樂
中
」
を
解
釋
す
る
際
に
、「
聲
氣
の
元
」
と
い
う
表
現
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
は
、

特
筆
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
周
敦
頤
の
禮
樂
思
想
」（『
東

ア
ジ
ア
文
化
交
涉
硏
究
』
第
十
五
號
、
關
西
大
學
東
ア
ジ
ア
文
化
硏
究
科
、
二
〇
二

二
年
）
に
お
い
て
既
に
檢
討
し
て
い
る
。

（
30
）　
河
南
程
氏
曰
：「
黃
鐘
之
聲
亦
不
難
定
。
世
自
㊒
知
♫
者
、
將
上
下
聲
攷
之
、
既

得
正
。
便
將
黍
以
實
其
管
、
看
管
實
得
幾
粒
、
然
後
推
而
定
法
、
可
也
。
古
法
、
律

管
當
實
千
二
百
粒
黍
。
今
羊
頭
黍
不
相
應
、
則
將
數
等
驗
之
、
看
如
何
大
小
者
、
方

應
其
數
、
然
後
爲
正
。
昔
胡
先
生
定
樂
、
取
羊
頭
山
黍
、
用
三
等
篩
子
篩
之
、
取
中

等
者
、
特
未
定
也
。」
又
曰
：「
以
律
管
定
尺
、
乃
是
以
天
地
之
氣
爲
準
、
非
秬
黍
之

比
也
。
秬
黍
積
數
、
在
先
王
時
、
惟
此
㊜
與
度
量
合
、
故
可
用
。
今
時
則
不
同
。」

（『
性
理
大
全
』、
一
五
一
四
―
一
五
一
五
頁
）。

（
31
）　
張
載
『
經
學
理
窟
』
禮
樂
に
も
、
こ
れ
と
同
樣
の
內
容
が
見
え
る
た
め
、
し
ば
し

ば
こ
の
發
言
の
歸
屬
性
が
問
題
と
な
る
が
、『
律
呂
新
書
』
に
お
い
て
は
程
、
張
兩

氏
の
言
說
を
基
礎
と
し
て
そ
の
樂
律
論
が
構
築
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
歸
屬

性
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
そ
の
內
容
に
つ
い
て
の
み
檢
討
す
る
。

（
32
）　
今
律
既
不
可
求
、
人
耳
又
不
可
全
信
。（『
二
程
集
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
、

一
六
六
頁
）。
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（
33
）　
橫
渠
張
氏
曰
：「
律
呂
㊒
可
求
之
理
、
德
性
淳
厚
者
必
能
知
之
。」（『
性
理
大
全
』、

一
五
一
五
頁
）。

（
34
）　
黃
鐘
之
聲
、
以
理
亦
可
定
。（『
張
載
集
』、
中
華
書
局
、
一
九
七
八
年
、
二
六
二

頁
）。

（
35
）　
古
樂
不
可
見
、
蓋
爲
今
人
求
古
樂
太
深
、
始
以
古
樂
爲
不
可
知
。（
同
、
二
六
二

頁
）。

（
36
）　
世
人
之
心
、
止
於
聞
見
之
狹
。
聖
人
盡
性
、
不
以
見
聞
梏
其
心
、
其
視
天
下
無
一

物
非
我
、
孟
子
謂
盡
心
則
知
性
知
天
以
此
。
…
…
見
聞
之
知
、
乃
物
交
而
知
、
非
德

性
所
知
。
德
性
所
知
、
不
萌
於
見
聞
。（
同
、
二
四
頁
）。

（
37
）　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
兒
玉
憲
明
「
候
氣
術
に
見
え
る
氣
の
諸
觀
念
」（『
人
文
科
學

硏
究
』
第
八
三
輯
、
新
潟
大
學
人
文
學
部
、
一
九
九
二
年
）
が
詳
し
い
。

（
38
）　
田
中
㊒
紀
『
中
國
の
♫
樂
思
想
―
朱
載
堉
と
十
二
平
均
律
』、
六
三
頁
。

（
39
）　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
律
呂
新
書
』
に
お
け
る
二
つ
の
候
氣
術
」（『
關
西

大
學
中
國
文
學
會
紀
要
』
第
三
十
七
號
、
關
西
大
學
中
國
文
學
會
、
二
〇
一
六
年
、

八
五
―
八
九
頁
）
を
參
照
。
な
お
、
多
截
管
說
が
黃
鐘
律
管
を
確
定
す
る
方
法
と
し

て
の
み
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、『
律
呂
新
書
』
が
「
聲
氣
の
中
」
と
し
て

の
黃
鐘
を
特
別
視
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
40
）　
兒
玉
憲
明
「『
律
呂
新
書
』
硏
究
―
「
聲
氣
の
元
」
と
「
數
」
―
」、
三
三
頁
。

（
41
）　
以
十
爲
法
者
、
天
地
之
全
數
也
。
以
九
爲
法
者
、
因
三
分
損
益
而
立
也
。
…
…
卽

十
而
取
九
者
、
體
之
所
以
立
。
約
十
而
爲
九
者
、
用
之
所
以
行
。
體
者
、
所
以
定
中

聲
。
用
者
、
所
以
生
十
一
律
也
。（『
性
理
大
全
』、
一
四
七
六
―
一
四
七
七
頁
）。

（
42
）　
一
寸
九
分
、
一
分
九
厘
、
一
厘
九
毫
、
一
毫
九
絲
、
以
之
生
十
一
律
、
以
之
生
五

聲
、
二
變
。
上
下
乘
除
、
參
同
契
合
、
無
所
不
通
、
蓋
數
之
自
然
也
。（
同
、
一
五

三
六
頁
）。
な
お
、
こ
の
部
分
の
解
釋
に
つ
い
て
は
、
兒
玉
憲
明
「
蔡
元
定
律
呂
證

辨
詳
解
（
一
）」、
三
三
頁
を
參
考
に
し
た
。

（
43
）　
然
亦
非
人
之
所
能
爲
、
乃
數
之
自
然
。（『
性
理
大
全
』、
一
五
四
四
頁
）。

（
44
）　
至
仲
呂
之
實
十
三
萬
一
千
七
十
二
、
以
三
分
之
、
不
盡
二
算
、
其
數
不
行
。
此
律

之
所
以
止
于
十
二
也
。（
同
、
一
四
八
五
頁
）。

（
45
）　
例
え
ば
、
黃
鐘
の
實
數
は
三
に
十
二
辰
を
め
ぐ
ら
し
た
十
七
萬
七
千
百
四
十
七

（
三
の
十
二
乘
）
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
黃
鐘
の
實
數
は
、『
淮
南
子
』
天
文
訓
や

『
漢
書
』
律
曆
志
に
も
見
え
る
。

（
46
）　
朴
能
不
用
算
推
古
今
日
⺼
蝕
、
但
口
誦
乘
除
、
不
差
一
算
。（
沈
括
『
夢
溪
筆
談
』、

上
海
書
店
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
五
四
頁
）。
こ
こ
に
お
け
る
「
算
」
は
「
數
」

の
意
味
で
あ
る
。

（
47
）　
㊒
理
而
後
㊒
象
、
㊒
象
而
後
㊒
數
。『
易
』
因
象
以
明
理
、
由
象
而
知
數
。
…
…

理
無
形
也
、
故
因
象
以
明
理
。（『
二
程
集
』、
六
一
五
頁
）。
な
お
、
こ
の
一
節
は

『
近
思
錄
』
卷
三
に
も
見
え
る
。

（
48
）　
天
下
之
萬
理
、
出
於
一
動
一
靜
。
天
下
之
萬
數
、
出
於
一
奇
一
耦
。
天
下
之
萬
象
、

出
於
一
方
一
圓
、
盡
只
起
于
乾
、
坤
二
畫
。（『
朱
子
語
類
』、
一
九
五
八
頁
）。

（
49
）　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
田
中
氏
が
「
少
な
く
と
も
樂
律
學
に
關
し
て
は
、
易
學
理

論
と
の
間
に
共
通
の
數
な
い
し
數
理
を
細
か
く
見
出
し
て
直
接
的
に
結
び
付
け
よ
う

と
い
う
よ
り
、
兩
者
の
數
の
背
後
に
あ
る
大
き
な
原
理
が
共
通
し
て
い
る
と
い
う
認

識
で
あ
る
」（
八
三
頁
）
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
筆
者
も
こ
れ
に
同
意
す
る
。

な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
田
中
㊒
紀
『
中
國
の
♫
樂
思
想
―
朱
載
堉
と
十
二
平

均
律
』、
八
〇
―
八
三
頁
が
詳
し
い
。

（
50
）　
濂
溪
、
明
衟
、
伊
川
、
講
衟
盛
矣
、
因
數
明
理
、
復
㊒
一
邵
康
節
出
焉
。
晦
庵
、

南
軒
、
東
萊
講
衟
盛
矣
、
因
數
明
理
、
復
㊒
一
蔡
西
山
出
焉
。（『
宋
元
學
案
』、
中

華
書
局
、
一
九
八
六
年
、
二
〇
〇
〇
頁
）。

［
附
記
］
本
稿
は
査
讀
者
の
意
見
を
參
考
に
し
、
大
幅
な
修
正
を
行
っ
た
。
こ
こ

に
記
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
す
。


